
〈おもな出席停止〉流行性耳下腺炎（おたふくかぜ）・水痘（みずぼうそう）・ 

風疹・麻疹（はしか）・流行性感冒（インフルエンザ）・流行性角結膜炎・ 

咽頭結膜熱（プール熱）・百日咳・新型コロナウイルス感染、 など 

令和７年度 晴嵐小スクールガイド    【保存版 ver.1】 

                    

 

 

 

 

 

 

 

登校時間  7:50 ～ 8:10 の間に学校到着   始業 ８:20（8:15 には校歌の予鈴♪がなります） 

 

 日課表 

 

下校時間  

 

 

 

 

           授業終了後２０分以内（帰りの用意等を含む）に校舎を出る 

※月曜６時間目：委員会・学習（５～６年）、クラブ（４～６年） 

                  委員会、クラブの活動時間帯 14:35-15:20（完全下校は 15:30） 

 

欠席・遅刻の連絡  ８時１５分までに「tetoru」の欠席連絡フォームでお知らせください。 

          上記時間以降は電話で連絡。連絡なく登校していない場合は確認の連絡をします。 

   

 

 

 

※複数感染等による学級閉鎖期間の目安（新型コロナウイルス:５日間 インフルエンザ:３日間＋体調確認）

※その他、お子さんの交通事故や不審者事案に関係することが発生した場合は学校までお知らせください。 

※電話応対時間帯 課業日の７時４５分～１８時００分（木曜は定時退勤日のため１７時００分まで） 

 

以下の場合は臨時休業になります 

気象 「暴風」を含む警報や「特別警報」が発表されている場合（午前７時 の時点） 

次の場合も臨時休業または始業時刻の繰り下げの措置を行うことがあります。 

〇登校後にも暴風を含む警報又は特別警報の発表が見込める場合 

〇大雨警報、洪水警報、大雪警報、土砂災害警戒情報などが発表されている場合 

〇避難情報が発表され、本校が避難所となっている場合 

地震 大津市で震度５弱以上を観測した場合 （前日午後３時～当日午前７時までの間） 

武力攻撃事態等 大津市民に対して武力攻撃事態等による警報の伝達があった場合 

 熱中症 滋賀県に「熱中症特別
．．

警戒アラート」が発表された翌日 

 

課業中における非常変災・危機等発生時には、時刻を繰り上げて（繰り下げて）下校を実施したり、保護者の方に 

引き渡しを依頼したりする場合があります。状況に応じて判断し tetoru 配信をしますので内容に従ってください。 

8:20- 8:40- 9:30- 10:15- 10:35- 11:25- 12:10- 12:50- 13:20- 13:35-14:20 14:25-15:10 

朝学習 １ ２ 長休み ３ ４ 給食 昼休み そうじ ５ ６ 

曜日 ５時間授業 下校時刻 ６時間授業 下校時刻 

月 １・２・３・４年 

14:20 

～14:40 

(４)・５・６年 

15:10 

～15:30 

火・木 １・２年 ３・４・５・６年 

水 全学年 － 

金 １・２・３年 ４・５・６年 

〒520-0856  大津市光が丘町４－７０   TEL：５３７－０７４９    

TEL2  ５１１－９６２３（おもに校外学習時に使用） 

FAX   ５37－1825 

学校 HP  http://www.otsu.ed.jp/seiran/ 

電話応対（平日） ７：４５～１８：００  （木曜） ７：４５～１７：００ 

Seiran  Elementary  School  Guide 

学校教育目標 「求めて学ぶ子」 

～ふるさと晴嵐に愛着と誇りを～ 

知  よく聴き よく考え 実践できる子 

徳  思いやりのある 心豊かな子 

体  たくましく きたえる子 

※事情等で早く学校に到着する場合も、ピロティ開錠（7:50）までは校舎内に入れません。 

http://www.otsu.ed.jp/seiran/


学校からのお知らせ ⇒ 学校アプリ「tetoru」で配信します  

○おたよりの配信（学校だより等の各種おたより、こんだて表、PTA のお知らせなど） 

○不審者情報、日課変更、学級閉鎖等の重要連絡 

※初回登録後は卒業時まで有効です。年度更新は学校で行います。 

※学校から配付する個票で、お子さんごとにアプリ登録してください。 

※複数の保護者が登録される場合は、アプリで招待してください。 

※機種変更等で再登録がうまくいかない場合は、個票を再発行します。 

緊急時の下校体制 

緊急度 想定される事態 体制 内容 教師の体制 

 

（高）                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（低）  

大地震 

学校火災 

校舎内侵入 

学校保護体制 

※年間 1 回訓練 

・全児童の保護 

・状況をみて保護者に引き

渡しの上、順次下校 

・保護者(代理人)に直接

引き渡し、その旨を

記録 

te
to

ru
 

配 

信 

地震 

不審者・凶悪犯罪

(学区および周辺)  

集団下校体制 

※定期的に訓練 

・集団下校班別で運動場に

整列（または教室から） 

・人数確認後、集団下校 

・担当集団下校班の人

数確認と下校引率 

台風下 

暴風警報発令 

不審者情報 

全校一斉体制 ・全校一斉に下校 
・担当集団下校班の方

面別に安全確認 

大雨 

台風接近中 

不審者情報 

熱中症対策 

学年体制 
・学年でそろって下校 

・最終校時終了 10 分後 

・下校見守り活動 

（登下校指導場所） 

学級体制 ・最終校時終了 20 分以内 
・安全面の学級指導 

・下校完了の確認 

 

 

 

 

 

 

 


